
世帯構成別 手続き要否 
  

例 

小学生  中学生 中学生 

▶ 手続き不要 

例 

中学生  高校生 大学生 

▶ 手続き必要 

例 

小学生  中学生 

▶ 手続き必要 

例 

中学生 高校生 

▶ 手続き不要

例 

高校生  大学生 

▶ 手続き不要 

▶ 手続き不要 

現在、中学生以下の子がいて児童手当を

受給中の場合、子の合計数が３人未満の

場合は原則手続き不要です。ただし、算

定児童に登録されていない高校生年代の

子がいる場合は「額改定請求書」の提出

が必要です。 

例 

小学生  中学生 高校生 

▶ 手続き不要 

例 

中学生  中学生 高校生 高校生 

▶ 手続き必要

現在、中学生以下の子がいて児童手当を

受給中の場合、子の合計数が３人以上で

あっても、大学生年代の子がいない場合

は原則手続き不要です。ただし、算定児

童に登録されていない高校生年代の子が

いる場合は「額改定請求書」の提出が必

要です。 

現在、児童手当を受給しておらず、高校生

の児童がいる場合は「認定請求書」の提出

が必要です。子の合計数が３人以上で、か

つ大学生年代の子がいる場合は併せて「監

護相当・生計費の負担についての確認書」

の提出が必要です。 

現在、児童手当を受給しておらず、高校

生年代の児童がいる場合は「認定請求

書」の提出が必要です。子の合計数が３

人未満の場合は「監護相当・生計費の負

担についての確認書」の提出は不要で

す。 

例 

高校生  高校生 大学生 現在、中学生以下の子がいて児童手当を受

給中の場合、子の合計数が３人以上で、か

つ大学生年代の子がいる場合は「監護相

当・生計費の負担についての確認書」の提

出が必要です。 

※中学生以下の児童がおり、所得上限額超過により児童手当を受給していない

方については、子の人数にかかわらず認定請求書の提出が必要です。 



 

児童手当 制度改正 手続き要否フロー 
 

※高校生年代：中学校修了後、18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子

※大学生年代：高校生年代後、22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子 

栗東市から児童手当（特例給付）を受けていますか？ 

は
い 

い
い
え 

高校生年代のお子さんがいますか？ お子さんを養育している人（原則、父母の

うち所得の高いほう）は公務員ですか？ 

は
い 

勤務先にお問い合わせください 

い
い
え 

お子さんを養育している人（原則、父母

のうち所得の高いほう）の住民登録地は

栗東市ですか？ 

い
い
え 

住民登録地で

お問い合わせ

ください 

は
い 

高校生年代以下の子に兄姉がいて、大学生

年代の子を含め、３人以上のお子さんがい

ますか？ 

高校生年代以下のお子さんがいますか？ 

い
い
え 

支給対象外 

は
い 

は
い 

「認定請求書」および「監

護相当・生計費の負担につ

いての確認書」を提出して

ください 

い
い
え 

「認定請求書」を

提出してください 

は
い 

過去に、栗東市から高校生年代の子の児

童手当も受給していましたか？もしくは

児童手当の申請時に高校生年代のお子さ

んについても記入されましたか？ 

は
い 

わ
か
ら
な
い 

下記までお問い

合わせください 

い
い
え 

大学生年代の兄姉等がお

り、かつ、その子を含め

ると３人以上のお子さん

がいますか？ 

い
い
え 

い
い
え 

手続き不要 

は
い 

「監護相当・生計

費の負担について

の確認書」を提出

してください 

大学生年代の兄姉等がおり、かつ、その子

を含めると３人以上のお子さんがいます

か？ 

は
い 

い
い
え 

「額改定請求書」および

「監護相当・生計費の負担

についての確認書」を提出

してください 

「額改定請求

書」を提出し

てください 

お問い合わせ 

栗東市役所 子育て支援課  TEL077-551-0114 

※離婚前提で別居中など、上記にあてはまらない場合は

お問い合わせください。 


